
2026年6月～負担金（選定療養費）増額のお知らせ

～変更点～

（先発品）ー（後発品）の差額の
　4分の1を「選定療養費」として
　　　　患者様がご負担

（先発品）ー（後発品）の差額の

2分の1を「選定療養費」として
　　　　患者様がご負担

2026年5月末まで 2026年6月～

～選定療養費の推移～

おじさん薬剤師の日記
https://kusuri-yakuzaishi.com/

・後発品（ジェネリック）を選択した場合は選定療養費はかかりません。

・医師が医療上の必要性から先発品を指定している場合は、選定療養費はかかりません。
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